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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視認側に少なくとも一つの光透過性を有する装飾部材を装着してなる携帯時計において
、
　前記装飾部材の視認側から見た背面側または側面側の少なくとも一方の領域に光反射手
段を設け、
　前記装飾部材と前記光反射手段との間に空気層が形成され、
　前記携帯時計に、前記装飾部材における前記背面側または側面側の部分の少なくとも一
部が配置される装飾部材配置用孔部を形成し、該装飾部材配置用孔部に、前記空気層を形
成し、
　前記携帯時計に形成する前記装飾部材配置用孔部が貫通孔であり、前記装飾部材の視認
側と反対側に前記貫通孔を塞ぐとともに前記光反射手段を有する遮蔽手段を配置し、前記
装飾部材と前記遮蔽手段との間に前記空気層を形成したことを特徴とする携帯時計。
【請求項２】
　前記装飾部材は複数あり、各装飾部材に対して設けた前記光反射手段の色が、前記装飾
部材の色より濃い色であることを特徴とする請求項１に記載の携帯時計。
【請求項３】
　装飾部材配置用孔部内に露出する前記装飾部材の表面と、前記装飾部材配置用孔部の内
面との間に、前記表面と前記内面とを互いに離間させる離間部材を設けて前記空気層を形
成するか、又は、装飾部材配置用孔部内に露出する前記装飾部材の表面と、前記装飾部材
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配置用孔部の内面の少なくともいずれかに、前記表面と前記内面とを互いに離間させる突
出部を形成することにより、前記空気層を形成したことを特徴とする請求項１又は２に記
載の携帯時計。
【請求項４】
　前記装飾部材は有色であり、前記光反射手段を、前記装飾部材と同一又は同系色に着色
したことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の携帯時計。
【請求項５】
　前記装飾部材は、有色若しくは無色の貴石、ガラス、透明若しくは半透明のセラミック
ス又は透光性樹脂のいずれか一つであることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に
記載の携帯時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、宝石等の光透過性の装飾部材を表示板やケース外面などに装着した携帯時計
に関する。以後宝石等の光透過性の装飾部材を総称して貴石と書く場合がある。
【背景技術】
【０００２】
　従来から腕時計などの携帯時計では表示板（一般に「文字板」と呼ばれる）の視認側の
面の時刻を示す位置に時字などの装飾部材として、台座にダイヤモンドなどの貴石を組み
込んだ貴石入台座部品を備えたものがある。また、台座を用いずに表示板に直接貴石を固
着する場合もある。
【０００３】
　さらに、表示板以外にも時計のケース（側）やバンドなどに装飾部材としてダイヤモン
ドその他の貴石を装着したものもある。
【０００４】
　このような貴石を装着した携帯時計は、貴石そのものが高価であり、また装飾性を高め
る、あるいは高級感を醸し出すことを目的とするので、比較的高価なランクに属する時計
とされている。
【０００５】
　図１６は特許文献１の従来技術を示す図面に開示されている従来の貴石入台座部品付き
時計用表示板３０の斜視図であり、図１７は図１６の時計用表示板の中央の断面図を示し
たものである。この時計用表示板３０は、表示板基板３１と、表示板基板３１の上面の時
字の一部に貴石入台座部品３６を配設し、残りの時字に印刷などで形成された時字３４を
配設している。
【０００６】
　ここで、時計用表示板３０の製造方法を説明する。図１７に示すように、表示板基板３
１は、黄銅や洋白等の金属板からなる基板の下面に時計用のムーブメントブロックに固定
するためのエト足３５が２本、溶接などの方法で固定されている。中央部には指針を貫通
するための中心穴３２が設けられている。表示板基板３１の表面にはメッキや塗装などの
表面処理が施されおり、仕様によりブランド名、ロゴマークなどを印刷方法などで形成し
ている。
【０００７】
　貴石入台座部品３６は、台座部３６ｂと貴石３６ａで構成され、前記台座部３６ｂは黄
銅材などの金属を切削加工して形成され、湿式メッキなどの表面処理を施し、台座部サイ
ズに合った貴石３６ａを上から組み込み、専用冶具で台座部３６ｂに形成されている押さ
え爪にて、貴石を押さえ込む形でカシメ固定している。
【０００８】
　代表的な貴石としてのダイヤモンドの中で、理想的な輝きを放つと言われるブリリアン
カット（アイデアルカット）の形状について図１９及び図２０に示す。ブリリアンカット
では、クラウンと呼ばれるテーブル状の上部より入射した外光が内部でほぼ１００％、屈
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折や反射を繰り返して再度クラウンより放射されるため、理想的な輝きが得られるとされ
る。
【０００９】
　理想的形状のブリリアンカットの場合、ガードルと称する最大直径（Ｒ）に対して、パ
ビリオンと呼ばれる円錐状の下部の角度（図１９のθ）は４０．７５度で、パビリオンの
深さはＲ寸法の４２～４４％、クラウンを含めた全高さはＲ寸法の５９～６２％とされる
。すなわち比較的小さい直径１ｍｍの貴石の場合でも全高さが約０．６ｍｍ、直径１．５
ｍｍの貴石の場合では全高さが約０．９ｍｍ、となり、この貴石を、厚みが０．５ｍｍ程
度の時計用表示板基板上に例えば時字として、台座を介して固着すると、長・短針、秒針
をこの貴石最上部に接触せずに回転する位置に形成する必要上、時計全体の厚みが大きく
なりすぎるとの課題が存在する。
【００１０】
　時字指標などの装飾部材に貴石を用いる携帯時計における別の課題として、色石と呼ば
れる有色の貴石を用いる場合に係る課題がある。同一の携帯時計の表示板、ケース、バン
ドなどに複数の色石を配設する場合、天然貴石では色のばらつきが避けられず、貴石を選
別あるいは層別する必要があり、高価な貴石を用いる貴石付携帯時計がさらに高価になっ
てしまう課題もあった。
【００１１】
　時計用表示板において、貴石を時字として用いた場合の貴石などの装飾部材の厚みが増
加する課題、また有色貴石の色ムラに関する課題の双方の解決に関する発明として特許文
献１が開示されている。この方法は図１８に示すように、貴石風時字１３の、取り付け部
１３ｆと一体加工された金属製の指標基板１３ｂの上部にＮＣ機械加工により、貴石形状
のカット模様１３ｃを切削形成し、カット模様１３ｃにメッキ手法等で貴金属調の表面処
理を行い、さらに印刷や塗装により指標基板１３ｂの部分または全面にカラー被膜を施し
た後、光透過性装飾部材１３ａを甲丸状に形成する。その後、表示板基板３１の時字位置
に形成された取り付け穴に取り付け部１３ｆを挿入し、カシメ又は接着等で固定する。
【００１２】
　指標基板１３ｂと、カット模様１３ｃとは共に機械加工により、厚み寸法が十分抑制し
て形成可能であり、甲丸状の光透過性装飾部材１３ａのレンズ効果により装飾部材である
指標基板１３ｂが盛り上がって見えるとの効果をねらったものである。装飾部材の総厚寸
法を抑制し、また着色により貴石カット部の色調の均一化が図れ、所望の貴石風時字を安
価に提供するとの内容である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００６－２０８２０７号公報（第２頁，図１及び図２、第６頁，図
３Ｂ）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、特許文献１の方法では貴石風の形状と、貴石風時字指標の薄型化は達成
されてはいるものの、金属の貴石風カットとメッキ処理では、本物の光透過性貴石の持つ
輝き、高級感及び装飾性には及ばないなど、品質面での課題があり、さらなる改善の必要
があった。
【００１５】
　結局のところ貴石を時字など携帯時計の装飾部材に用いる場合は、図２１（ａ）の様に
パビリオンの円錐角を非常に大きくして貴石全体を浅くして厚み方向の寸法を抑制するか
、又は図２１（ｂ）の様にパビリオンの円錐部を、断面が略台形形状に途中でカットして
貴石厚み寸法を抑えざるを得ず、図示の破線矢印の軌跡の様に、外光が貴石内部で十分に
反射せず、貴石背面側より漏れる光が多くなることで、ブリリアンカットの様な良好な輝
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きは得られておらず、また天然貴石を用いる場合の、有色の貴石を複数使用する際の色の
ばらつきの課題も解決されていない。
【００１６】
　尚、厚み寸法を抑えた貴石の輝きが不足する課題や、有色の貴石を複数用いる場合の色
のばらつきに関する課題は、表示板上に形成する時字などの装飾部材以外にも、時計のケ
ース外面に貴石などの装飾部材を装着する場合でも全く同様に存在する。
【００１７】
　本発明は上記事情に鑑みなされたものであって、時字などの装飾部材として、光透過性
を有する貴石などを組み込んだ携帯時計の時計用表示板や時計用ケースにおいて、厚み寸
法を抑えた貴石を用いても十分な輝き、装飾性が得られ、かつ時計全体の厚み寸法が増加
しない携帯時計を提供することを目的とする。
【００１８】
　また、表示板やケースなどに有色の貴石を複数個用いた携帯時計において、色のばらつ
きの発生を緩和、低減することで、高級感に優れた装飾部材を備えた携帯時計を安価に提
供することを目的とする。
【００１９】
　また、有色の貴石などの装飾部材を装着した携帯時計間での、装飾部材の色のばらつき
の少ない携帯時計を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明に係る携帯時計は、視認側に少なくとも一つの光透過性を有する装飾部材を装着
してなる携帯時計において、前記装飾部材の視認側から見た背面側または側面側の少なく
とも一方の領域に光反射手段を設け、前記装飾部材と前記光反射手段との間に空気層が形
成され、前記携帯時計に、前記装飾部材における前記背面側または側面側の部分の少なく
とも一部が配置される装飾部材配置用孔部を形成し、該装飾部材配置用孔部に、前記空気
層を形成し、前記携帯時計に形成する前記装飾部材配置用孔部が貫通孔であり、前記装飾
部材の視認側と反対側に前記貫通孔を塞ぐとともに前記光反射手段を有する遮蔽手段を配
置し、前記装飾部材と前記遮蔽手段との間に前記空気層を形成したことを特徴とする。
【００２２】
　また、前記装飾部材は複数あり、各装飾部材に対して設けた前記光反射手段の色が、前
記装飾部材の色より濃い色であることを特徴とする。
【００２５】
　また、装飾部材配置用孔部内に露出する前記装飾部材の表面と、前記装飾部材配置用孔
部の内面との間に、前記表面と前記内面とを互いに離間させる離間部材を設けて前記空気
層を形成するか、又は、装飾部材配置用孔部内に露出する前記装飾部材の表面と、前記装
飾部材配置用孔部の内面の少なくともいずれかに、前記表面と前記内面とを互いに離間さ
せる突出部を形成することにより、前記空気層を形成したことを特徴とする。
【００２６】
　また、前記装飾部材は有色であり、前記光反射手段を、前記装飾部材と同一又は同系色
に着色したことを特徴とする。
【００２８】
　また、前記装飾部材は、有色若しくは無色の貴石、ガラス、透明若しくは半透明のセラ
ミックス又は透光性樹脂のいずれか一つであることを特徴とする。
                                                                                
【発明の効果】
【００２９】
　本発明に係る携帯時計によれば、ダイヤモンドなどの貴石を時字やケースなどに装着す
る光透過性の装飾部材として用いる携帯時計において、装飾部材の背面側または側面側の
領域に光反射手段を設けたことで、貴石などの装飾部材の輝きが増大し、携帯時計の高級
感がより高まる効果が得られる。
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【００３０】
　また、本発明に係る携帯時計によれば、ダイヤモンドなどの貴石を装飾部材として携帯
時計の表示板やケースに装着する場合に、本格的なカットの貴石ではない薄型貴石を装着
しても、光反射手段の反射作用により、装飾部材の十分な輝きが得られることで、厚み寸
法を薄く押さえた携帯時計の提供が可能になる。
【００３１】
　また、本発明に係る携帯時計によれば、貴石を装飾部材として携帯時計の表示板やケー
スに装着する場合に、貴石の固着孔を加工が容易でかつ上下寸法が抑制可能な貫通孔とし
、貴石装着後に背面側から孔を覆うことで、反射光のムラがなく、厚み寸法を薄く押さえ
た携帯時計の提供が可能になる。
【００３２】
　また、本発明に係る携帯時計によれば、有色の貴石を時字やケースなどに装着する装飾
部材に用いる携帯時計において、装飾部材の背面側または側面側の領域に、装飾部材の色
と同系色の光反射手段を設けたことで、光反射手段の反射作用により、装飾部材の色調が
補完され、色のばらつきの幅が緩和、低減される効果が得られることで、色のばらつきが
大きい安価な天然貴石を用いても、装飾部材の色調の揃った見栄えの良い携帯時計を提供
することができる。
【００３３】
　また、本発明に係る携帯時計によれば、貴石などの有色の装飾部材の背面側または側面
側の領域に、装飾部材の色より濃い色の光反射手段を形成することで、装飾部材の色調が
より鮮やかに強調されて視認されるとともに、複数の有色の装飾部材の色のばらつきの幅
を緩和、低減する効果がさらに効率的に実現され、有色の装飾部材を備えた携帯時計にお
いて、一つの携帯時計に装着される一つ以上の有色の装飾部材間の色も、また複数の携帯
時計間での装飾部材の色も、色のばらつきが低減された、外観に優れ、かつ外観品質の揃
った携帯時計を提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明に係る時計の一実施形態としての携帯時計を示す外観図である。
【図２】本発明に係る携帯時計に用いる時計用表示板の実施形態１の斜視図を示す。
【図３】本発明に係る携帯時計に用いる時計用表示板の図２における中央断面図を示す。
【図４】本発明に係る携帯時計に用いる貴石入台座部品の主要部品である台座部の実施形
態１の斜視図を示す。
【図５】本発明に係る携帯時計の実施形態１における貴石入台座部品の中央断面図を示す
。
【図６】（ａ）は、本発明に係る携帯時計の実施形態１の変形例１における貴石入台座部
品の中央断面図を示す。（ｂ）は、本発明に係る携帯時計の実施形態１の変形例１の別の
実施例における貴石入台座部品の中央断面図を示す。
【図７】本発明に係る携帯時計の実施形態１の変形例２における時計用表示板への貴石装
着部の中央断面図を示す。
【図８】本発明に係る携帯時計に用いる時計用表示板に固着した装飾部材の実施形態２に
おける貴石入台座部品の中央断面図を示す。
【図９】（ａ）は、本発明に係る携帯時計の実施形態２における時計用表示板裏面への遮
蔽部材形成場所の一実施例を示す。（ｂ）は、本発明に係る携帯時計の実施形態２におけ
る時計用表示板裏面への遮蔽部材形成場所の別の実施例を示す。
【図１０】本発明に係る携帯時計に用いる時計用表示板の実施形態２の変形例における貴
石入台座部品の中央断面図を示す。
【図１１】本発明に係る携帯時計に用いる時計用表示板の実施形態３における貴石入台座
部品の中央断面図を示す。
【図１２】本発明に係る携帯時計に用いる時計用表示板の実施形態４における貴石入台座
部品の中央断面図を示す。
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【図１３】本発明に係る携帯時計に用いる時計用表示板の実施形態４の変形例における貴
石入台座部品の中央断面図を示す。
【図１４】本発明に係る携帯時計に用いる時計用表示板の実施形態５における貴石入台座
部品の中央断面図を示す。
【図１５】本発明に係る携帯時計に用いる時計用表示板の実施形態５の変形例における貴
石入台座部品の中央断面図を示す。
【図１６】従来技術の貴石を装着した時計用表示板の斜視図を示す。
【図１７】図１６に示した従来技術の貴石を装着した時計用表示板の中央断面図を示す。
【図１８】従来技術の台座一体の時計表示板用装飾部材を示す。
【図１９】ブリリアンカットによるダイヤモンドの形状及び各部名称を示す。
【図２０】図１９に示したブリリアンカットによるダイヤモンド内部の光の経路を示す。
【図２１】（ａ）は、薄型貴石内部における光の経路を示す。（ｂ）は、薄型貴石の別の
形状における内部の光の経路を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明に係る携帯時計の具体的な実施形態について、図面を参照して説明する。
【００３６】
　尚、同一の部品については同一の符号を用いて説明する。
【００３７】
　図１は、本発明に係る時計の一実施形態としての携帯時計５００を示す外観図である。
【００３８】
　図示の携帯時計５００は、時計本体５１０とこの時計本体５１０を使用者の腕に着脱さ
せる時計バンド５３０とを備え、時計本体５１０は、金属製のケース５２０と、その内部
にあって時針、分針および秒針などの指針５４０等を駆動させる機構である、ムーブメン
ト５５０、及び時計用表示板１００とを備えている。
【００３９】
　図２は本発明の実施形態１に係る携帯時計５００に用いる時計用表示板１００の斜視図
を示し、図３は図２の時計用表示板１００の中央の断面図を示したものである。この時計
用表示板１００は、表示板基板１０１と、表示板基板１０１の視認側の面（図３の上側の
面、以後おもて面という。またおもて面と反対側の面を背面又は裏面という）の一部の時
字（１２時、３時、６時及び９時の４箇所）相当部に貴石入台座部品１０６を時字指標と
して配設し、残りの時字に印刷などで形成された印刷時字１０３を形成している。
【００４０】
　本実施形態においては、表示板基板１０１は０．５ｍｍ厚の黄銅板を用いて、おもて面
に放射状のいわゆる旭光目付を施した後、ロジウムメッキを施してある。中央部には長針
、短針、秒針などの指針を取り付けるための中心孔１０２が設けられている。またおもて
面と反対側の裏面には時計用のムーブメントブロックに固定するためのエト足１０５を２
本、溶接により固定する。
【００４１】
　表示板基板１０１の表面にメッキを施した後に、印刷時字１０３、また仕様によりブラ
ンド名、ロゴマークなどを印刷その他の方法により形成する。
【００４２】
　貴石入台座部品１０６は、貴石１０６ａと台座部１０６ｂとで構成され、台座部１０６
ｂは黄銅材を切削加工して形成する。さらに図４に斜視図を示すように、台座部１０６ｂ
には４箇所のすり割り１０６ｃを加工形成することによって、４箇所の押さえ爪１０６ｄ
が形成され、貴石１０６ａを固着するための内周凹状部１０６ｇが形成される。下面には
表示板基板１０１に貴石入台座部品１０６を表示板基板１０１に嵌着するための足部１０
６ｅを形成する。
【００４３】
　台座部１０６ｂは加工後主に防錆目的で無電解ニッケルメッキを全面に施し、内周凹状
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部１０６ｇに貴石１０６ａを上から組み込み、専用冶具で４箇所の押さえ爪１０６ｄにて
貴石１０６ａをカシメ固定した後、足部１０６ｅを表示板基板１０１の取付け孔に圧入、
カシメ、接着の固定方法の何れか、または複数の固定方法の組合せにより固定している。
【００４４】
　本実施形態では表示板基板１０１の１２時、３時、６時および９時の４箇所に貴石入台
座部品１０６を装着する例を示したが、最少１箇所から、全ての時字に対応する１２箇所
、あるいは時字以外の場所に装着するなど、貴石入台座部品１０６の表示板基板１０１へ
の装着数及び場所は特に限定されない。
【００４５】
　また、本実施形態では貴石１０６ａを台座部１０６ｂに固定する手段として４箇所の押
さえ爪１０６ｄをカシメ固定しており、接着剤は用いていない。接着剤による固定を行わ
ない理由は後述する。
【００４６】
　図５は本発明の実施形態１に係る携帯時計に使用する時計用表示板１００に用いる貴石
入台座部品１０６を時計用表示板１００に固着した状態での断面図を示す。本実施形態に
用いる台座部１０６ｂの内周凹状部１０６ｇは、図５に示すように貴石１０６ａの背面の
円錐状のパビリオン形状と、断面が略同一形状のメクラ孔に形成する。このメクラ孔の形
成は、先端が円錐状の、パビリオン形状と断面が略同一形状の錐等の刃物による切削加工
により容易に形成可能である。このパビリオン部と断面略同一形状の、台座部１０６ｂの
内周凹状部１０６ｇには貴石１０６ａの背面側及び側面側の反射手段として反射層１０８
を、断面円錐状の底面部と、側面内周全面に形成する。
図５に示すように反射層１０８は貴石１０６ａの背面側または側面側、好ましくは双方に
形成するのが良い。
【００４７】
　ここで側面側とは、図５において表示板基板１０１に対して垂直方向の反射面、背面側
とは側面側以外の反射面を指す。以後の実施形態でも同様である。
【００４８】
　天然貴石などの装飾部材の背面側及び側面側に光反射手段を設ける場合、反射部分の構
成は貴石背面及び側面の形状と断面略同一形状で、貫通孔でないこと、すなわちメクラ孔
であることが好ましい。メクラ孔に構成することで、内周凹状部１０６ｇと、貴石背面及
び側面との間隙が均一になり、反射光がムラなく貴石内に戻されて、一部の光がおもて面
側に出射して、貴石が光輝いて見える効果が得られる。メクラ孔でなく、貫通孔の場合、
光が透過するか、又は、他の部分とは異なる光の反射となり、反射光にムラや影が発生す
るので好ましくない。
【００４９】
　本実施形態においては、貴石１０６ａは図２１（ａ）で説明した、背面の円錐部角度を
大きくしてパビリオン部を浅くすることで図５における上下方向寸法を抑制した無色透明
のダイヤモンドを用いている。ガードル外径は１．２ｍｍで、上下方向厚みは０．４５ｍ
ｍ、外径の３８％と、図１９及び図２０で説明した理想的な輝きを放つ形状とされる、ブ
リリアンカットのダイヤモンドの全高さが外径寸法の５９～６２％に比較して、非常に薄
く抑えている。
【００５０】
　本実施形態においては、台座部１０６ｂの内周凹状部１０６ｇ全面に形成する反射層１
０８として、松尾産業株式会社製のシルバー系の光輝顔料であるＭＥ２０２５ＰＳ（粉末
平均粒径２４μｍ）をアクリルバインダーに１０重量％程度混合したアクリルインクを、
面相筆などを用いて、４０μｍ～６０μｍの厚みで塗布して形成した。
【００５１】
　本実施形態のように、貴石１０６ａに無色透明のダイヤモンド等の貴石を用いる場合は
、光反射手段である反射層１０８は、無色、シルバー、又は金の色調が控えめなゴールド
系で、輝きを有する反射材料にて形成することにより、パビリオンが浅く、上下方向寸法
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の薄い貴石であっても、貴石背面を透過して漏れた光が反射層１０８で反射されて再度貴
石内部に戻って視認されるため、ブリリアンカットに劣らない輝きが得られることが確認
された。
【００５２】
　また、光輝顔料インクの代わりに１０μｍ～３０μｍのガラス球を１０～２０重量％添
加したシルバー系染料によるインクを用いて光反射手段である反射層１０８を４０μｍ～
６０μｍの厚みで形成した場合でも、ガラス球の拡散反射により同様な光反射効果が得ら
れた。
【００５３】
　本実施形態では透光性微細球としてユニチカ製の微細ガラス球であるユニビーズ（登録
商標）を、光反射手段として１５重量％添加したインクを用いて良好な結果を得た。
【００５４】
　また、光輝顔料インクにさらにガラス球などの透光性微細球を加えることで、反射層１
０８が拡散反射を含めて優れた反射層となることが確認された。
【００５５】
　さらに光輝顔料インクの代わりに光輝性を有する塗料を塗布した場合でも、また後述の
実施形態２変形例に示す光輝性の高い湿式もしくは乾式のメッキ層を形成してもほぼ同様
な光反射効果が得られた。
【００５６】
　本実施形態では、表示板基板１０１に貴石入台座部品１０６を介して、時字等の装飾部
材である貴石１０６ａに無色透明のダイヤモンドを装着する例で紹介したが、装飾部材の
おもて面側から見て背面及び側面側に光反射手段を形成して、光透過性の装飾部材を光り
輝かせる効果を得るとの点で、貴石１０６ａが光透過性を有する材質、例えば無色、有色
のダイヤモンドの他、ルビー、サファイア、エメラルド、水晶、紫水晶等の無色又は有色
の貴石、さらには透光性セラミックス、透光性の樹脂、ガラス等であっても、図５に示す
貴石１０６ａと同形状のパビリオンを有する装飾部材であれば、輝きを増すことにおいて
同様の効果が得られる。
【００５７】
　さらに本実施形態では、貴石１０６ａの背面の、円錐状のパビリオン部と断面略同一形
状の台座部１０６ｂの内周凹状部１０６ｇとの間には、離間部材１０９を２個、図５に示
すように配設する。本実施形態では、離間部材１０９として線径０．１ｍｍのステンレス
ワイヤーを、Ｏ（オー）リング、又はＯ（オー）リングに極力近いＣ（シー）リング状に
成形したものを２個用いた。
【００５８】
　離間部材１０９の役割は、台座部１０６ｂの内周凹状部１０６ｇ内に露出する、貴石１
０６ａ背面のパビリオン部と、該パビリオン部と略同一形状の台座部１０６ｂの内周凹状
部１０６ｇの内面とを離間させてこれらの間に空気層１０７を形成するための空気層形成
手段である。本実施形態では０．１ｍｍ径のステンレスワイヤーを用いたが、これに限定
されるものではなく、反射層１０８を光輝性の顔料、染料添加のインクにより形成する場
合は、０．１ｍｍ径のガラス球又は光透過性樹脂製のボールを１０重量％程度添加する、
もしくは光輝性又は有色のインク層形成後、乾燥前に１０重量％相当量をまぶすことでも
良い。ステンレス球等の金属球であっても、また非透光性の樹脂球であっても１０重量％
程度添加ならば光の反射効果に大きな影響を及ぼすことはないので同じく使用可能である
。
台座部１０６ｂの内周凹状部１０６ｇに予め塗布したインクが半乾燥の軟らかい状態で、
０．１ｍｍ径のガラス球又は光透過性樹脂球、金属球等を所定量まぶすように分散配設し
、貴石１０６ａを下方向に押さえながらカシメを行うことで、離間部材１０９が内周凹状
部１０６ｇの底面に密接し、貴石１０６ａ背面パビリオン部と、これと略同一形状の台座
部１０６ｂの内周凹状部１０６ｇとの間隙がほぼ０．１ｍｍの均一に保持するように形成
される。インクによる反射層１０８を４０μｍ～６０μｍの厚みに形成することで、離間
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部材１０９の寸法と、反射層１０８の厚みの差による空間が空気層１０７の厚み寸法とな
る。本実施形態においては、空気層１０７は貴石１０６ａ背面パビリオン部と、内周凹状
部１０６ｇと、離間部材１０９とにより形成される。
【００５９】
　本実施形態では離間部材１０９として０．１ｍｍ径のステンレス線材、０．１ｍｍ径の
ガラス球、光透過性樹脂製のボール及び金属球、樹脂球での実施形態を説明したが、これ
らの線材やボールの直径は、反射層１０８をインクにより形成する場合の厚みの管理は４
０～６０μｍ程度が限界であり、反射層１０８との厚みの差により空気層１０７を確実に
形成する必要上、離間部材１０９の寸法としては０．０８ｍｍ～０．２ｍｍの範囲が好ま
しい。
【００６０】
　さらに本実施形態において、先に説明した光輝顔料インクの代わりに１０μｍ～３０μ
ｍの微細ガラス球を１０～２０重量％添加したシルバー系染料によるインクを用いて光反
射手段である反射層１０８を形成する場合、この微細ガラス球とは別に離間部材１０９と
して０．０８ｍｍ～０．２ｍｍ径の範囲で、かつ寸法の揃ったガラス球を、１０重量％添
加することで、光反射手段として用いるガラス球と離間部材１０９として用いるガラス球
全体が光拡散の反射手段となることも確認されている。すなわちガラス球などの透光性微
細球が離間部材１０９と反射層１０８の一部を兼ねた役割を果たす結果が得られた。この
場合それぞれの寸法のガラス球を最初からインクに添加、混合するのでなく、インクによ
る４０μｍ～６０μｍの厚みの反射層を形成した後、インクが半乾燥の軟らかい状態で０
．１ｍｍ径のガラス球をインク層にまぶす様に分散させ、前述の様に貴石１０６ａを下方
向に押さえながらカシメを行うことで、ガラス球表面にインクが付着せずに良好な反射手
段となり、また空気層１０７を均一な間隙に確実な寸法で形成することが可能になった。
【００６１】
　この様にガラス球などの透光性微細球を光反射手段として用いること、また貴石背面形
状と内周凹状部との形状が略同一で均一な間隙である場合に、空気層形成手段である離間
部材とを兼務させる方法は以後の実施形態でも同様に応用可能である。
【００６２】
　本実施形態では、貴石１０６ａを台座部１０６ｂの内周凹状部１０６ｇに固着する方法
として、カシメ法を採用しており、接着剤は用いていない。貴石１０６ａの固着に接着剤
を用いないこと、及び離間部材１０９を介して固着することにより空気層１０７が形成さ
れ、貴石１０６ａの背面側にインクによる反射層１０８が接触しない構成をとっている理
由について以下に説明する。
【００６３】
　屈折率の異なる２物質の境界面に光が所定の角度を持って入射すると、境界面を通過し
たあとの透過光の進行方向が入射光に対し折れ曲がる、いわゆる光の屈折が生じる。また
屈折率の大なる物質から小なる物質に光が進むときは、常に入射角より屈折角が大きく、
入射角が一定以上になると屈折率の小なる物質に出ていく光がなくなり、すべて境界面で
反射する全反射が起きる。全反射の生じる入射角は臨界角と呼ばれ、屈折率の差が大きい
ほど臨界角が小さくなる、すなわち全反射が発生し易くなることが知られている。
【００６４】
　本実施形態において、反射層１０８を光輝顔料インクにより形成する場合、インクは一
般的にはエポキシ系、アクリル系などの樹脂であり、その屈折率は１．５前後である。貴
石１０６ａがエメラルドの場合屈折率は約１．５６であり、ルビーやサファイアでは約１
．７７と、インクの屈折率に近くなり、貴石１０６ａのパビリオン側（背面側）にインク
層が密接すると、パビリオン内での全反射が発生しにくくなり、視認側から見た貴石の輝
きが後退する。
【００６５】
　図５に示すように、台座部１０６ｂの内周凹状部１０６ｇの、貴石１０６ａの背面側に
形成する反射層１０８と、貴石１０６ａのパビリオンとは、離間部材１０９の配設により
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空気層１０７が形成され、直接接触はしない。貴石１０６ａのパビリオン背面部のほぼ全
面が屈折率の小さい空気（屈折率約１．０）と接触することで、おもて面側から入射した
光のうち、パビリオン内で反射する割合が増え、反射層１０８の反射効果と合わせて、視
認側から見た貴石１０６ａの輝きを増加させる効果が得られる。
【００６６】
　屈折率の大きいダイヤモンド（屈折率約２．４）であっても、本実施形態のようにパビ
リオン背面に空気層を設けて、境界面における屈折率の差を大きくすることで、より輝き
が増す効果が得られる。
【００６７】
　なお、本実施形態において、貴石１０６ａを台座部１０６ｂに固定する際に押さえ爪１
０６ｄを用いてカシメ固定し、貴石１０６ａの背面側及び側面側に接着剤を塗布する方法
で固定しないことの理由も、同じ理論に基づくものであり、エポキシ系、アクリル系など
多くの接着剤が屈折率１．５程度であるため、貴石１０６ａ背面側にこの接着剤層を接触
させることにより、貴石１０６ａを透過したおもて面からの外光が貴石パビリオン内部で
反射する量が減少し、輝きが低下するのを防止することが目的である。
【００６８】
　空気層１０７の形成目的、作用及び効果、並びに貴石などの装飾部材を原則接着剤によ
り固定しないことについては以降の実施形態でも全く共通であるので、重複した説明は省
略する。
【００６９】
　本実施形態においては、貴石１０６ａ背面のパビリオン部と、台座部１０６ｂの内周凹
状部１０６ｇとの間隙が空気層１０７を介してほぼ均一であり、かつ内周凹状部１０６ｇ
がメクラ孔であるため、反射層１０８による光反射が貴石１０６ａ背面側及び側面側から
均一に行われ、色抜けと呼ばれる反射光のムラや影が発生せず、また有色の貴石の場合に
は色のムラが発生せずに、貴石１０６ａを反射層１０８により輝かかせて視認させる優れ
た効果が得られる。
【００７０】
　なお、本実施形態は主として携帯時計の時計用表示板に貴石などの光透過性装飾部材を
、台座を介して装着する実施形態として紹介したが、携帯時計の表示板以外の場所、例え
ば図１におけるケース５２０のベゼル表面、時計バンド５３０の所望の場所に貴石を固着
したい場合にも適した実施形態である。台座１０６ｂが使用可能な場合は本実施形態その
ままに、また貴石１０６ａのベゼルや時計バンド表面よりの突出量を極力抑えたいなど、
台座１０６ｂが使用困難な場合はベゼルや時計バンド表面に図５の内周凹状部１０６ｇ相
当の孔加工を施し、後述の本実施形態変形例２の方法により貴石１０６ａをカシメ固定す
れば良い。
【００７１】
　図６（ａ）は本発明の実施形態１における変形例１に係る携帯時計に使用する時計用表
示板１００に用いる貴石入台座部品１１６の断面図を示す。本実施形態変形例では台座部
１１６ｂの内周凹状部１１６ｇを、実施形態１と同じくメクラ孔とし、段部１０６ｆを有
する段付形状としている。
【００７２】
　本実施形態変形例では、貴石１０６ａは実施形態１と同じく無色透明のダイヤモンドを
用いたが、パビリオン部を浅くすることで上下方向寸法を抑制した有色のダイヤモンド、
ルビー、サファイア、エメラルド、水晶、紫水晶等の無色又は有色の貴石、透光性セラミ
ックス、透光性の樹脂、ガラス等図５に示す貴石１０６ａと同形状のパビリオンを有する
装飾部材の何れもが装着可能である。
【００７３】
　内周凹状部１１６ｇの側面側及び背面側に塗布する反射層１０８も実施形態１に用いた
ものが同様に使える。
【００７４】
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　本実施形態変形例では内周凹状部１１６ｇの内周部に段部１０６ｆを形成していること
を特徴とする。段部１０６ｆは実施形態１の空気層形成手段に相当するものであり、以降
の実施形態でも、後述する段部１１６ｆ，１３６ｆ，１６６ｆ，１８６ｆが空気層形成手
段の役割を果たすことは同様である。すなわち、台座部１０６ｂの内周凹状部１０６ｇ内
に露出する、貴石１０６ａ背面のパビリオン部の表面と、台座部１０６ｂの内周凹状部１
０６ｇの内面のうち、後者の一部を貴石１０６ａ背面のパビリオン部の表面側に段部１０
６ｆとして突出させ、貴石１０６ａ背面のパビリオン部の表面と、台座部１０６ｂの内周
凹状部１０６ｇの内面を離間させている。
貴石１０６ａ背面のパビリオン部と、台座部１０６ｂの内周凹状部１０６ｇと、段部１０
６ｆとにより空気層１０７を形成する。台座部１１６ｂに貴石１０６ａを固着する際に、
予め内周凹状部１０６ｇに形成してある段部１０６ｆを利用し、貴石１０６ａ背面のパビ
リオン部と台座部１１６ｂとが輪環状に必要最小限の面積で接触して、パビリオン部と台
座部１１６ｂの内周凹状部１１６ｇとの間に空気層１０７が発生するように、内周凹状部
１１６ｇの形状及び寸法を図６に示すように決める。貴石１０６ａの背面パビリオン部を
任意の水平面でカットした平面形状は一般に多角形であり、内周凹状部１１６ｇを周回す
る段部１０６ｆとの接触は多角形の角数に相当する点接触となるので、実際の接触面積は
非常に少なくなる。
【００７５】
　本実施形態変形例では、実施形態１と同様メクラ孔であるため、内周凹状部１１６ｇに
形成された反射層１０８によって色抜けと呼ばれる反射光のムラ、影が発生せず、また有
色の貴石の場合には色のムラが発生せず、貴石１０６ａを反射層１０８により輝かせる優
れた効果が得られる。
【００７６】
　実施形態１との比較では、貴石１０６ａ背面のパビリオン部と、台座部１１６ｂの内周
凹状部１１６ｇとの間隙が均一でないため、実施形態１に比較すると反射光のムラが生じ
やすいが、本実施形態変形例では空気層形成手段として段部１０６ｆを設けることによっ
て、実施形態１における離間部材１０９と同じ作用効果が得られるため、空気層１０７を
形成するための離間部材を別途配設する必要がない、との利点がある。
【００７７】
　図６（ｂ）は本実施形態１の変形例１のさらに別の実施例を示す。相違点は段部１１６
ｆを２段で構成していることである。図６（ａ）と図６（ｂ）との比較で示されるように
、段部１１６ｆを複数設けることで貴石１０６ａ背面形状に対応した段部形状を内周凹状
部１１６ｇに形成することができ、貴石１０６ａをより安定的に固定することが可能であ
ること、及び貴石１０６ａの背面部と内周凹状部１１６ｇとの間隙がより一様な方向に近
づくことで反射層１０８の光反射のムラがさらに少なく、より均一な輝きを持って視認さ
れる効果が得られる。
【００７８】
　段部１１６ｆを３段以上に増やすことも可能であるが、内周凹状部１１６ｇの加工は複
雑になる。
【００７９】
　図７は本発明の実施形態１における変形例２に係る携帯時計に使用する時計用表示板２
００のおもて面側に直接貴石をカシメ固定した部分の断面図を示す。本実施形態は台座を
用いず、貴石１０６ａを直接表示板基板１２１に形成したメクラ孔にカシメ固定する方法
であることが実施形態１との相違点である。
【００８０】
　本実施形態変形例においては貴石１０６ａ、反射層１０８、離間部材１０９は実施形態
１と同一であり、表示基板１２１に形成する内周凹状部１２６ｇの形状及び形成方法、ま
た空気層１０７の形成方法も実施形態１と同じである。
【００８１】
　本実施形態変形例では台座を用いないため、貴石１０６ａを固定する方法としては、内
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周凹状部１２６ｇのおもて面側外周縁の、表示基板１２１の一部の、３～６箇所の金属部
を、専用工具にて直接盛り上げて、爪相当部を形成する方法にてカシメ固定する。
【００８２】
　貴石１０６ａを、実施形態１と同じガードル外径１．２ｍｍ、厚み寸法０．４５ｍｍの
ものを表示板基板１２１に形成した孔に直接カシメ固定する場合、表示板基板の厚みが０
．５ｍｍではメクラ孔の形成は加工制約上困難であるため、本実施形態変形例に用いる表
示板基板１２１は０．８ｍｍの厚みの黄銅板を用いている。
【００８３】
　本実施形態変形例において、貴石１０６ａを、空気層１０７を介して反射層１０８の反
射光により光輝かせる作用・効果及び特徴については実施形態１と同じである。
【００８４】
　本実施形態１変形例２では台座を用いないために、貴石１０６ａを固着した状態でも、
表示板基板１２１の上下厚み寸法を薄く抑えることが可能である。また、前記実施形態１
変形例１よりもさらに、携帯時計の表示板以外の場所、例えば図１におけるケース５２０
のベゼル表面、時計バンド５３０の所望の場所に貴石を固着したい場合にも適した実施形
態である。台座を使用しないため、表示板以外にも貴石１０６ａのベゼルや時計バンド表
面よりの突出量を極力抑えたい場合に適した固定方法である。貴石１０６ａの外周部に、
背面パビリオン部に極力回らない範囲で接着剤を塗布することでカシメによる貴石１０６
ａの固定強度を補完することが可能である。
【００８５】
　図８は本発明の実施形態２に係る携帯時計に使用する時計用表示板１００に用いる貴石
入台座部品１３６の断面図を示す。本実施形態の実施形態１と異なる部分は台座部１３６
ｂの貴石１０６ａの装着のための内周凹状部１３６ｇを、メクラ孔でなく貫通孔としてい
る点であり、それ以外は実施形態１の変形例１と共通する内容である。
【００８６】
　実施形態１で説明したように、背面のパビリオンの円錐角を大きくして薄型化を図った
貴石１０６ａでは、おもて面側から入射する外光がパビリオン背面より漏れやすいため、
台座部１３６ｂの内周凹状部１３６ｇを貫通孔とすると、前述のような色抜けと呼ばれる
反射光によるムラが発生し、貴石１０６ａの視認品質として好ましくない。しかしながら
本願発明の課題のひとつである、携帯時計全体の厚みを増加させないためにも、貴石など
の装飾部材を含めた表示板基板全体の厚みは抑制する必要があり、台座の上下方向寸法も
抑制すべきである。
【００８７】
　実施形態１のように、光透過性装飾部材の固定穴である内周凹状部をメクラ孔とするこ
とは、貫通孔としないための残肉を見込む必要があり、かつ台座の上下方向寸法が余り大
きくならない様に抑制しなければならず、加工上の技術的制約が生じる。本実施形態では
貴石１０６ａの固定孔を、加工の際は貫通孔とし、裏面側より遮蔽部材で塞ぐことで実質
メクラ孔相当の効果、すなわち貴石１０６ａの背面側及び側面側の全領域に光反射手段を
形成すること、及び空気層１０７を形成することを目的とする。メクラ孔との比較では、
貫通孔は加工が容易であるため、台座部１３６ｂの上下方向寸法が比較的容易に抑制可能
であり、本発明の目的のひとつである貴石を組み込んだ携帯時計の時計用表示板の厚み寸
法を抑え、薄形貴石を用いても十分な輝き、装飾性が得られながら、時計全体の厚み寸法
が増加しない携帯時計を提供することを可能にする。内周凹状部１３６ｇと、貴石１０６
ａ背面及び側面との間隙は均一ではないため、反射光は、実施形態１の方が均一になる。
【００８８】
　図８において、貴石１０６ａは実施形態１で説明したものと同じく円錐部角度を大きく
してパビリオン部を浅く、厚み法を抑制した無色透明のダイヤモンドを用いている。
台座部１３６ｂの内周凹状部１３６ｇは貫通孔とし、台座部１３６ｂに貴石１０６ａを固
着する際に、予め内周凹状部１３６ｇに形成してある段部１３６ｆを空気層形成手段とし
て利用し、貴石１０６ａ背面のパビリオン部と台座部１０６ｂとが輪環状に必要最小限の
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面積で接触させて、図８に示すように、貴石１０６ａ背面部と、内周凹状部１３６ｇと、
段部１３６ｆとに加えて、遮蔽部材１０４とにより空気層１０７を構成している点は前述
の実施形態１とは遮蔽部材１０４が加わったことが一部異なる。そして貴石１０６ａを固
着した際に台座部１３６ｂの内周凹状部１０６ｇの、おもて面側から見て背面側及び側面
側の全域に反射層１０８を形成している。
【００８９】
　貴石入台座部品１３６の裏面に配設する遮蔽部材１０４は基材１０４ａと、この基材１
０４ａのおもて面側、すなわち貴石１０６ａ背面のパビリオン部と対向する側の面に反射
膜１０４ｂを塗布して形成する。遮蔽部材１０４は反射膜１０４ｂ形成後、エポキシ系接
着剤等にて貴石入台座部品１０６の裏面に貼り合わせる。その際、接着剤が台座部品１３
６の内周凹状部１３６ｇ内部に入り込まないように注意する。これは反射膜１０４ｂ上に
接着剤が付着し、反射機能を損なうことを防止するためである。
【００９０】
　本実施形態では基材１０４ａとして、厚み０．１６ｍｍのアクリル製の樹脂シートを用
い、反射膜１０４ｂとして、実施形態１と同じシルバー系の光輝顔料をアクリルバインダ
ーに１０重量％程度混合したアクリルインクを、４０μｍ～６０μｍの厚みで塗布して形
成した。また台座部１３６ｂの内周凹状部１３６ｇに形成する反射層１０８についても、
反射膜１０４ｂと同じ光輝顔料を含有したインクを塗布して形成した。
【００９１】
　反射膜１０４ｂと反射層１０８とは異なる光輝顔料にて形成しても良く、反射層１０８
に同じ松尾産業株式会社製のシルバーゴールド系光輝顔料ＰＭＴ１０３０ＧＰを添加した
インクにより形成した場合は、わずかにシャンパンゴールドが混じった反射光が得られ、
貴石１０６ａを控えめな金色調に光り輝かせる優れた反射効果が得られた。
【００９２】
　貴石１０６ａに無色透明のダイヤモンド等の貴石を用いる場合は、光反射手段である反
射膜１０４ｂ、反射層１０８は、無色、シルバー、又は金の色調が控えめなゴールド系で
、光輝性が高く、両者が同一もしくは近い色調で、輝きを有する反射材料にて形成するこ
とにより、実施形態１同様にパビリオンが浅く、上下方向寸法の薄い貴石であってもブリ
リアンカットに劣らない輝きが得られることが確認された。
【００９３】
　尚、遮蔽部材１０４として、アルミニウム等の表面が鏡面に近い仕上げの金属薄板や、
表面にアルミニウムやクロムを０．０５ｍｍ～０．２ｍｍ厚みで蒸着した樹脂フィルム（
例えば園芸用の安価な反射シート）などの、表面反射率の高いものを選択して用いても、
光輝顔料インクによる反射層１０４ｂとの比較で、大きく遜色の無い反射の効果が得られ
ることを確認した。
【００９４】
　また、実施形態１同様に１０μｍ～３０μｍのガラス球を１０～２０重量％添加したシ
ルバー系染料によるインク、及び光輝性を有する塗料を用いて反射膜１０４ｂ、反射層１
０８を形成した場合でも、ガラス球の拡散反射により同様な光反射効果が得られた。
【００９５】
　内周凹状部１３６ｇに形成する反射層１０８の光反射材料、及び反射部材１０４の反射
膜１０４ｂの光反射材料として光輝顔料インク、ガラス球等を添加した染料インク、光輝
性を有する塗料、さらには遮蔽部材１０４として鏡面仕上げの金属薄板や金属蒸着したシ
ートを用いる内容については、以後の実施形態でも同様に使用可能である。
【００９６】
　また、図示しないが実施形態１変形例１の別の実施例、すなわち図６（ｂ）に示した様
に、段部１３６ｆを一段でなく、２段以上に構成すると、貴石背面部と、内周凹状部１３
６ｇ及び遮蔽部材１０４とで形成される空気層１０７の間隙がより均一になり、光反射の
効果が高まる。この構成と効果については、内周凹状部内に段部を有する以後の実施形態
でも全く同様である。
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【００９７】
　本実施形態における遮蔽部材１０４の表示板基板１０１への形成場所として、図９（ａ
）に示すように、表示板基板１０１の、貴石入台座部品１３６の裏面に、少なくとも台座
部１３６ｂに形成された貫通孔裏面側を覆う大きさで、４箇所に分散して貼り合せること
でも良く、また図９（ｂ）に示すように、貴石入台座部品１３６を形成する部分に、少な
くとも台座部１３６の貫通孔裏面側を全箇所覆うような内外径寸法で、リング状に形成し
た遮蔽部材１０４を貼り合せる方法でも良い。時字指標の１時相当部から１２時相当部ま
で全て貴石入台座部品１３６を装着するような場合は、図９（ｂ）に示す方法が遮蔽部材
１０４の貼り合わせの作業面で効果的である。また、図示しないが、表示板基板１０１と
略同一寸法形状の遮蔽部材１０４を作成し、表示板基板１０１の裏面全体を覆うように貼
り合せても全く同じ効果が得られる。この遮蔽部材の形状及び貼り合せ領域に関しては以
後の実施形態でも同様である。
【００９８】
　また、図８に示す遮蔽部材１０４では、台座部１３６ｂを表示板基板１０１の取付け孔
に固着した後、台座部１３６の足部１０６ｅの下側外径よりも大きい外径寸法のものを貼
り合せる例で紹介したが、反射部材１０４を、足部１０６ｅの下側外径よりも小さく、か
つ台座部１３６ｂ貫通孔内径寸法より大きい外径寸法に形成して台座部１３６ｂ下面に貼
り合せる方法をとれば、予め遮蔽部材１０４形成済みの貴石入台座部品１３６として扱う
ことが可能であり、表示板基板１０１の取付孔への固定の後に、遮蔽部材１０４を貼り合
せる手間を簡略化できる。その場合の遮蔽部材１０４の形状及び貼り合わせ場所としては
図９（ａ）の位置に限定される。
【００９９】
　さらに、本実施形態では、遮蔽部材１０４を表示板基板１０１裏面に一部又は全面に接
着剤等で貼り合せる方法で紹介したが、図示しないが遮蔽部材１０４を表示板基板１０１
と略同一寸法形状全面の反射シートとして、携帯時計のケース内周に嵌着部を形成し、表
示板基板１０１の裏面に、０．０５ｍｍ～０．１ｍｍの間隙を設けて固定した携帯時計５
００を構成することも可能である。この構成の応用についても以後の遮蔽部材を用いる実
施形態で全く同様である。
【０１００】
　本実施形態において、反射層１０８を、光輝顔料を含有したインクにより形成する場合
、台座部１０６ｂの内周凹状部１３６ｇに、実施形態１同様に面相筆などにより塗布する
。
【０１０１】
　また反射膜１０４ｂは、アクリル製シートからなる基材１０４ａをプレス等で所望のサ
イズに形成した後に、個々にインクを塗布しても良いが、大版サイズの樹脂シートの全面
に予め光輝顔料インクを印刷形成した後に、所望のサイズに打ち抜く方法が経済的である
。本実施形態においては後者の方法とした。
【０１０２】
　本実施形態でも実施形態１同様に、時字等の装飾部材である貴石１０６ａに無色透明の
ダイヤモンド以外に光透過性を有する、有色ダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラ
ルド、水晶、紫水晶等の無色又は有色の貴石、さらには透光性のセラミックス、樹脂、ガ
ラス等であっても貴石１０６ａと同形状のパビリオンを有する装飾部材であれば、輝きを
増すことにおいて同様の効果が得られる。
【０１０３】
　図１０は本発明の実施形態２の変形例に係る携帯時計に使用する時計用表示板１００に
用いる貴石入台座部品１４６の断面図を示す。本実施形態変形例の実施形態２との違いは
光輝顔料インク等による反射膜及び反射層を形成するのではなく、光輝性を有するメッキ
により反射膜１１４ｂ、反射層１１８を形成した点であり、それ以外は、実施形態２と同
一である。遮蔽部材１１４は、基材１１４ａとして０．１５ｍｍ厚の、少なくともおもて
面側が鏡面仕上げに近い鋼板に、反射膜１１４ｂとして光輝ニッケルメッキを１μｍ～２
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μｍの厚みに施したものを使用した。反射層１１８についても同じ光輝ニッケルメッキ１
μｍ～２μｍで形成した。
【０１０４】
　本実施形態での作用・効果については、光輝顔料インクやガラス微細球による反射膜１
０４ｂ及び反射層１０８を用いた実施形態２の方が若干反射効果が高いが、貴石１０６ａ
背面部と、内周凹状部１３６ｇと、段部１３６ｆ及び遮蔽部材１１４とにより空気層１０
７を構成し、反射膜１１４ｂ、反射層１１８の反射作用により、無色透明のダイヤモンド
からなる貴石１０６ａを背面側及び側面側から光り輝かせる効果が得られた。本実施形態
では、光反射手段として光輝ニッケルメッキにより反射膜１１４ｂ、反射層１１８を形成
する例を紹介したが、クロムメッキなどの湿式メッキ、スパッタリングやイオンプレーテ
ィングなどの乾式メッキなどにより形成される、光輝性の高いシルバーまたはゴールド系
の光反射手段であれば同様な効果が得られる。
【０１０５】
　湿式メッキの例として、銅メッキ５μｍ、ニッケルメッキ１～２μｍ、金メッキ０．２
～０．５μｍの順でメッキ層を形成すると、光輝性、装飾性に優れた光反射手段が比較的
安価に形成可能である。
【０１０６】
　また、台座部１４６ｂの内周凹状部１３６ｇの加工面をより微細な面仕上げにすること
で、光輝メッキを施した後に、鏡面に近い反射効果が可能となる。
【０１０７】
　本実施形態変形例では、光輝メッキ等により、光反射手段である反射膜１１４ｂ、反射
層１１８を形成するので、台座部１４６ｂ全体にメッキが付き、台座部１４６ｂ全体が光
り輝くために、爪１０６ｄや台座部１４６ｂの外周縁も輝き、貴石１０６ａの反射光によ
る輝きを際立たせる効果が若干後退する。ここで台座部１４６ｂの外周縁とは図１０の、
台座部１４６ｂのおもて面側の外周端面を指す。しかしながら本実施形態変形例では実施
形態１との比較による利点として、反射部材１１４及び反射層１１８をメッキで形成する
ため安価に容易に製作することが可能との利点がある。また、台座部１４６ｂの外周縁及
び爪１０６ｄの寸法を、おもて面側から見えにくくするために小さく抑えたり、台座部１
４６ｂの外周縁、及び爪１０６ｄの部分を、これ以外の部分をマスキングして、メッキ工
程の前にサンドブラスト法など、マット仕上げのつや消し調とすることで、貴石１０６ａ
の輝きを際立たせる効果が得られる。
【０１０８】
　また本実施形態変形例においても、実施形態１、２同様に貴石１０６ａが必ずしも無色
透明の部材でない場合でも、光透過性の装飾部材であればこれを背面側から光り輝かせる
効果が得られる。
【０１０９】
　図１１は本発明の実施形態３に係る携帯時計に使用する時計用表示板１００に用いる貴
石入台座部品１５６の断面図を示す。本実施形態の実施形態１～２と異なる点は貴石１１
６ａ、貴石入台座部品１５６の台座部１５６ｂの内周凹状部１３６ｇに形成する反射層１
２８、及び遮蔽部材１２４のおもて面側に形成する反射膜１２４ｂであり、台座部１５６
ｂの内周凹状部１３６ｇを貫通孔としている点は実施形態２と同じである。
【０１１０】
　本実施形態では貴石１１６ａとして、実施形態１及び２と形状寸法は同じで、ピンク色
の有色ダイヤモンドを用いている。
【０１１１】
　ダイヤモンドには無色透明のもの以外に、バイオレット、レッド、ピンク、ブルー、イ
エロー、パープル、グリーン、オレンジ、その他にもブラウン、グレー、ホワイト、ブラ
ックなどの有色の原石があり、装飾性や高級感を高める目的で携帯時計用表示板の時字指
標や、ベゼルと呼ばれるケース側表面、時計バンド表面などに装飾部材として装着される
ことが多い。中でもピンク系のダイヤは女性用携帯時計中心に広く使用される。
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【０１１２】
　本実施形態において、台座部１５６ｂの内周凹状部１３６ｇに形成する反射層１２８及
び遮蔽部材１２４の視認側に形成する反射膜１２４ｂは有色の貴石１２６ａと同系色の顔
料インクを用いた。ウレタン系インクに株式会社アンテックより販売されている陶芸用練
り込み粉末顔料（ピンク）を１５重量％添加した有色インクを台座部１５６ｂの内周凹状
部１３６ｇの反射層１２８、及び遮蔽部材１２４に形成する反射膜１２４ｂとして塗布形
成した。
【０１１３】
　天然の有色貴石には色のばらつきが存在し、この有色貴石を時計用表示板の時字指標と
して複数個使用する場合、色の揃ったものを選別、あるいは色調や色の濃度を使用する個
数、装着するブロックごとに、近い色のものを揃えて使用する場合、色付き貴石の選別や
、層別という、似通った色調ランクの貴石を揃えて同一表示基板に配設するなどの方法で
対応する以外に有効な手段がなく、選別や層別の時間、歩留などの制約から有色貴石を複
数個時字指標に用いる時計用表示板及び時計自体のコストアップの原因となっていた。し
かしながら本実施形態のように貴石の背面および側面部に有色貴石と同系色の光反射手段
を設けることで、有色の光反射手段による反射により貴石の色調を補完、強調する効果が
得られ、有色貴石の色のばらつきを緩和することが可能となった。
【０１１４】
　このことにより複数の有色貴石を用いる携帯時計用表示板の、貴石の色のばらつきに関
わる視認品質及びコストアップの課題を解決することができた。本実施形態では４箇所の
時字に有色貴石を用いる例を紹介したが、１２箇所の時字全てに有色貴石を用いるなど、
使用数が多いほど本実施形態の色調補完による貴石の色のばらつき低減の効果は大きい。
【０１１５】
　また、時計用表示板や時計のケースなどに１個の有色貴石しか装着されていない場合で
も、同じ時計が店頭に陳列されたり、ユーザーが同じ時計を複数購入して比較した場合、
さらに複数のユーザー同士が同じ時計を購入して比較した場合に、有色貴石の色のばらつ
きがあると目立つことがある。本実施形態によれば、この様に１個だけの有色の貴石を装
着した携帯時計の場合でも、貴石間の色のばらつきを緩和して目立たなくする効果、すな
わち携帯時計の製品間での貴石の色調品質に関するばらつきが低減される効果が得られる
。
【０１１６】
　本実施形態では、ピンク色の顔料を使用したインクによりピンク色の反射層１２８及び
反射膜１２４ｂを形成する方法以外に、赤色顔料と白色顔料との混合によりピンクの反射
層及び反射膜を形成する方法も実施した。
【０１１７】
　この方法により反射層１２８及び反射膜１２４ｂを形成することの利点として、反射光
の色調や濃度を微妙に変えることが可能となった。赤色顔料６５％、白色顔料３５％の混
合により、赤みがより強調された濃いピンク色の反射層とした結果、濃い目のピンク色に
揃った色の貴石１１６ａの輝きと色調が得られた。
【０１１８】
　すなわち、赤みが強調された濃い目のピンク色である反射層１２８及び反射膜１２４ｂ
の方が、薄いピンク色の貴石を濃い目のピンク色に補完、強調する効果が高く、貴石１１
６ａのピンク色のばらつきの補完、緩和という面で優れた結果が得られた。
【０１１９】
　本実施形態より得られた結果から、複数の有色の貴石１１６ａの色のばらつきを補完、
緩和することを目的とする場合は、反射層１２８と反射膜１２４ｂとは同一または同色系
の色調とすることが好ましい。
【０１２０】
　さらに複数の有色の貴石の色の濃度、鮮やかさのばらつきを補完、緩和するとの目的と
する場合は、ばらついた貴石の色の中の最も濃い色、または最も濃い色よりさらに濃い色
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に合わせて反射層１２８及び反射膜１２４ｂの色の濃度を設定する方が、特に薄い色の貴
石の色調補完効果が大きく、色の濃さのばらつき幅を少なくする効果において有効である
ことが確認された。
【０１２１】
　この効果は光透過率の高い貴石でより顕著に現れる。
【０１２２】
　また、この、有色の貴石の色よりやや濃い目の光反射手段を貴石背面側または側面側の
少なくとも一方、好ましくは双方に形成することにより得られる貴石の色のばらつきの補
完、緩和の効果については、１個の携帯時計の中で、例えば表示板に複数装着した有色の
貴石の間での色のばらつきの緩和に対しても、また貴石を１個しか装着しない携帯時計同
士を比較した場合の、複数の携帯時計間での貴石などの装飾部材の色のばらつきの緩和に
対しても、さらに１個のみ装着された貴石の色や輝きを鮮やかに見せる効果においても、
それぞれ有効であることも確認された。
【０１２３】
　本実施形態ではピンク色のダイヤモンドを貴石１１６ａに使用する実施例を紹介したが
、前記のようにバイオレット、レッド、ピンク、ブルー、イエロー、パープル、グリーン
、オレンジなどの有色ダイヤモンドでも、さらにはサファイア（ブルー又はピンク）、ル
ビー（赤）、エメラルド（グリーン）など、ダイヤモンド以外の貴石であっても、有色貴
石の色と同一または同系色の反射手段を、おもて面側から見て貴石背面側または側面側の
少なくとも一方、好ましくは双方に形成することにより、有色貴石の色のばらつきを補完
、緩和する効果が得られる。またこの手法は、光透過性の２個以上の貴石を時字指標等の
装飾部材に使用する時計用表示板に同様に応用することができる。
【０１２４】
　また、本実施形態では有色貴石と同一または同系色の光反射手段を、おもて面側から見
て貴石背面側及び側面側に形成することにより、有色貴石の色のばらつきを補完、緩和す
る効果の面で紹介したが、有色貴石の色を貴石背面側及び側面側に形成する光反射手段に
て補完する効果という点では、時計用表示板以外の場所にデザインアクセサリーとして１
個以上装着する場合にも、有色貴石同士の色のばらつき、あるいは貴石を装着した携帯時
計間の貴石の色のばらつきを補完、緩和する、貴石の色調を強調する、あるいは貴石原石
の色調とやや異なった色調の反射手段を形成することで時計用表示板のカラーヴァリエー
ションを増大させることが可能となる。
【０１２５】
　例えば貴石背面側及び側面側に形成する光反射手段を濃赤色とすることで、貴石に淡い
光沢のルビーを装着した場合、また光反射手段を濃青色の色調として貴石に薄い光沢のブ
ルーサファイアを装着した場合など、宝石などの装飾部材の色より濃い色の光反射手段を
形成することにより、装飾部材の色調を鮮やかに視認させ、高価な装飾部材に相当する視
認品質が得られる、との効果が得られる。
【０１２６】
　ここで時計用表示板以外の場所とは、携帯時計の表示板上の時字指標相当部以外の場所
、あるいは図１におけるケース５２０のベゼル表面、時計バンド５３０の所望の場所など
である。
【０１２７】
　本実施形態においては主に有色の光輝顔料を添加したインクによる有色の光反射手段の
形成方法を説明したが、実施形態１、２と同じく、光輝顔料の代わりに１０μｍ～３０μ
ｍのガラスビーズを１０～２０重量％添加した所望の色調の染料によるインク、さらには
光輝性を有する有色塗料を用いて反射膜１２４ｂ、反射層１２８を４０μｍ～６０μｍの
厚みで形成した場合でも、ほぼ同様な効果が得られた。
【０１２８】
　本実施形態でも実施形態１、２と同じく、貴石１１６ａの台座部１５６ｂへの固着はカ
シメにより行っており、接着剤は使用していない。また、台座部１５６ｂ内周凹状部１５
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６ｇの段部１３６ｆ、空気層１０７の作用効果についても、実施形態１、２と全く同じで
ある。
【０１２９】
　さらに本実施形態での、有色の貴石を表示板その他携帯時計の所望の場所に装着する場
合、有色貴石と同一色または同系色の光反射手段を貴石背面側及び側面側に形成すること
によって貴石の色のばらつきを補完、緩和する効果という点では、図５に示す実施形態１
のようにメクラ孔の台座部１０６ｂを用いて有色の貴石の色と同一またはやや濃い目の光
反射手段を貴石背面側または側面側の少なくとも一方、好ましくは双方に形成する場合に
おいても全く同じ効果が得られる。
【０１３０】
　実施形態１のように貴石背面形状と、内周凹状部の断面形状がほぼ同一形状の場合は、
０．０８ｍｍ～０．２ｍｍ径のガラス球または透光性樹脂球をインク等の有色反射層に１
０重量％、実施形態１同様に添加することで、該ガラス球または透光性樹脂球が離間部材
（空気層形成手段）の役割を果たす。
【０１３１】
　図１２は本発明の実施形態４に係る携帯時計に使用する時計用表示板１００に用いる貴
石入台座部品１６６の断面図を示す。本実施形態は実施形態２及び３に対して、貴石１２
６ａの形状のみが異なる。
【０１３２】
　本実施形態に用いる貴石１２６ａは、これまでの実施形態１～３に使用した貴石とは形
状が異なる。実施形態１～３に使用した貴石は背面の円錐状のパビリオンの角度を大きく
することによって貴石を薄く抑制したものを用いたが、本実施形態では図２１（ｂ）で説
明した貴石背面のパビリオンを断面略台形形状にカットすることで、厚み寸法を抑制した
ものを用いている。
【０１３３】
　貴石１２６ａの素材としては実施形態１～３で用いた無色又は有色のダイヤモンド、ル
ビー、サファイア、エメラルド、水晶、紫水晶等の光透過性の貴石、透光性のセラミック
ス、透光性樹脂、ガラス等が特に制限無く使用可能である。
【０１３４】
　携帯時計の表示板上に装着する貴石は、厚み寸法の抑制が容易、との理由で実際には図
１２に示す貴石１２６ａの様な背面が断面略台形形状にカットされたものを用いる場合が
多い。該形状では貴石裏面の平坦部から漏れる外光が多いため、貴石としての良好な輝き
が得られにくい。
【０１３５】
　本実施形態において、貴石１２６ａを、台座部１６６ｂの内周凹状部１６６ｇに形成す
る反射層１６８と、遮蔽部材１６４のおもて面に形成する反射膜１６４ｂとによって背面
側から光輝かせる原理については実施形態２及び３と基本的に同じである。
【０１３６】
　本実施形態では、実施形態１～３の背面が大きい円錐角のパビリオン形状の貴石とは異
なり、貴石１２６ａ背面が広い面積の平坦形状であるため、貴石１２６ａおもて面から入
射する外光の内、臨界角以下の光は背面を透過した後、貴石１２６ａとほぼ平行な反射膜
１６４ｂにより反射されて再び貴石１２６ａ内に戻る。臨界角を超える角度の光は貴石１
２６ａ背面平坦部で全反射を起こす。
このように本実施形態では、貴石１２６ａ背面の殆どが表示板基板１０１とほぼ平行な平
坦面と、さらに同じく平行な反射膜１６４ｂとで構成されるため、円錐角の大きいパビリ
オンで薄型化した貴石を用いた実施形態１～３よりもさらに貴石の薄型化が可能であり、
このような非常に薄い貴石であっても、背面側反射手段によって貴石１２６ａを光り輝か
せる効果が得られる。また内周凹状部１６６ｇが貫通孔のみで、遮蔽部材１６４の反射膜
１６４ｂが存在しない場合に比較して、貴石１２６ａを反射手段により光輝かせる、ある
いは貴石１２６ａが有色貴石である場合の反射手段による色調補完、強調及び貴石内での
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色ムラの低減の効果が得られる点についても実施形態１～３と同様な効果が得られる。
【０１３７】
　また実施形態１～３で使用した、背面のパビリオン円錐角を大きくして薄型化を図った
形状の貴石では、内周凹状部に形成する反射手段の内、貴石側面側の反射手段、すなわち
表示板基板１０１に対して垂直方向の反射面からの反射光は、例えば図８に示すようにパ
ビリオン円錐角が非常に大きい角度であるため、貴石内に戻る光は少なく、貴石を光輝か
せることにそれ程大きく寄与しておらず、省略してもそれ程大きな支障はないが、本実施
形態の形状の貴石は、図２１（ｂ）に示すように、ブリリアンカット貴石のパビリオン部
を断面台形状にカットしたような形状であるため、台形状のパンビリオン円錐角は実施形
態１～３の貴石との比較で小さく、貴石側面側の反射手段による反射光も背面側及び側面
側の反射手段が共に光反射に大きく貢献する。
【０１３８】
　本実施形態に用いる貴石１２６ａは、これまでの実施形態１～３に使用した貴石とは形
状が異なるのみであり、貴石の種類、材質はこれまでの実施形態に使用した無色透明貴石
、有色貴石のいずれかを選択して使用することが可能である。従って遮蔽部材１６４おも
て面に形成する反射膜１６４ｂ、及び台座部１６６ｂの内周凹状部１６６ｇに形成する反
射層１６８についても、実施形態１～３でそれぞれ使用した貴石の無色、有色等の種類、
及び目的とする反射効果に対応した光反射及び色調補完、色の強調の効果の得られるもの
を選択して形成する。
【０１３９】
　本実施形態においても、貴石の種類に対応した光反射手段を貴石の背面及び側面側に形
成したことにより、実施形態１～３同様にパビリオン部が薄く、上下方向寸法の薄い貴石
であっても、ブリリアンカットに劣らない輝きが得られた。段部１６６ｆは一段の例で説
明したが、実施形態１～３同様に２段以上に形成することも可能である。
【０１４０】
　また有色貴石を用いた場合は貴石の色と同一または同系色の光反射手段を貴石背面及び
側面側に形成したことにより、実施形態３で説明した複数の有色貴石の色のばらつきを補
完、緩和すること、及び有色貴石の色を強調することが可能となった。
【０１４１】
　図１３は本発明の実施形態４の変形例に係る携帯時計に使用する時計用表示板１００に
用いる貴石入台座部品１７６の断面図を示す。本実施形態変形例は実施形態３に対して、
貴石入台座部品１７６の台座部１７６ｂの内周凹状部１７６ｇの形状のみが異なる。
【０１４２】
　本実施形態変形例においては、貴石１２６ａ裏面円錐状部のカットされた断面略台形の
角の部分を利用し、カットされる前の貴石１２６ａ裏面の円錐角よりも大きな角度の円錐
状斜面を、図１３に示すように内周凹状部１７６ｇに形成する。
【０１４３】
　実施形態４では、実施形態２同様台座部１６６ｂの内周凹状部１６６ｇに、空気層形成
手段として段部を形成することで、貴石背面を輪環状に必要最小限の面積で接触させ、イ
ンクからなる反射層１６８、反射膜１６４ｂが貴石１２６ａに直接接触しない構成とした
が、本実施形態変形例では貴石１２６ａ背面の角部を空気層形成手段として、この角部と
、貴石１２６ａ背面と、内周凹状部１７６ｇと、遮蔽部材１６４とにより空気層１０７を
確保する構成としている。すなわち、台座部１７６ｂの内周凹状部１７６ｇ内に露出する
、貴石１２６ａ背面の断面略台形形状部分の表面と、台座部１７６ｂの内周凹状部１７６
ｇの内面のうち、前者の一部を台座部１７６ｂの内周凹状部１７６ｇの内面側に突出させ
、貴石１２６ａ背面の断面略台形形状部分の表面と、台座部１７６ｂの内周凹状部１７６
ｇの内面を離間させて空気層を形成している。
【０１４４】
　また図示しないが、台座部１７６ｂを用いることなく、実施形態２の様に表示板基板１
０１に直接図１３の内周凹状部１７６ｇ相当の孔加工を施して貴石１２６ａを直接カシメ
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固定することも可能である。実施形態２ではメクラ孔加工が前程であったため、表示板基
板１２１はメクラ孔加工残肉を見込んで０．８ｍｍ厚としたが、本実施形態では貫通孔で
あるため０．５ｍｍ～０．７ｍｍ厚の表示板基板であっても実施可能である。
また、貴石１２６ａの形状は貴石１０６ａに比較して一層の薄型化が可能であり、メクラ
孔の残肉制限の少ない、表示板以外のケース、ベゼル、バンドなどにメクラ孔を形成して
、貴石１２６ａをカシメ固定することにより、ケース、ベゼル、バンドなどの表面からの
貴石１２６ａの突出量を抑制し、これら部材から貴石１２６ａの脱落を防止する効果が得
られる。
【０１４５】
　本実施形態変形例の特徴として、貴石１２６ａの裏面形状に近似して反射層１７８、反
射膜１６４ｂを配置することが可能であり、実施形態３よりもさらに均一に反射光を貴石
に照射することが可能である。
【０１４６】
　また、内周凹状部１７６ｇは貫通孔であるため、孔加工が容易で、貴石入台座部品１７
６の上下方向寸法を抑制することが可能であり、装飾部材を含めた全体の厚みを抑制した
時計用表示板、及びそれを備えた薄型の携帯時計を提供することができる。
【０１４７】
　図１４は本発明の実施形態５に係る携帯時計に使用する時計用表示板１００に用いる貴
石入台座部品１８６の断面図を示す。実施形態１～４との違いは、基本的には台座部１８
６ｂに固着する装飾部材としての貴石１３６ａのみである。実施形態１～３で用いた、パ
ビリオンの円錐角を大きくして厚み寸法を抑えたダイヤモンド等の貴石、また実施形態４
で用いたパビリオン円錐部を断面略台形形状にカットして上下方向の寸法を抑制した薄形
貴石とは異なり、本実施形態ではカボションカットと呼ばれる、おもて面側の外周断面が
丸い山形をなす貴石を用いている。カボションカットされる透光性貴石としては、無色透
明のものでは水晶、半透明のものではルビー、キャッツアイなどがある。
【０１４８】
　貴石が光透過性を有するものであれば、カボションカット形状の様な貴石であっても、
また背面がパビリオン形状でない貴石であっても、背面側及び側面側に光反射手段を設け
ることにより、貴石１３６ａを光輝かせる効果が得られる。
【０１４９】
　本実施形態では図１４に示すように、貴石１３６ａとして断面が半球状カットで底面フ
ラットなものを用いているが、これは本発明の課題のひとつである、薄い装飾部材による
薄型の携帯時計を提供するためでもある。
【０１５０】
　半球状の貴石１３６ａの表面に到達した光は、一部は反射するがそれ以外の光は球面レ
ンズに入射する光と同様に、貴石１３６ａの屈折率に対応した軌跡で入射し、入射角の違
いにより、一部は底面で反射されるが一部は底面を透過する。透過した光は貴石１３６ａ
の背面側に形成された反射膜１７４ｂ、及び側面側に形成された反射層１８８によって反
射され、反射光は再び貴石１３６ａに戻り、球面側表面から出て行くことで貴石１３６ａ
が光輝いて見える作用をなす。
【０１５１】
　反射層１８８及び反射膜１７４ｂは貴石１３６ａの種類、すなわち無色、有色等の材質
、光透過率等や、目的とする反射効果に対応した光反射及び色調補完、色の強調の効果の
得られるものを選択して形成する。
【０１５２】
　本実施形態に用いる貴石１３６ａは裏面が平坦形状のものの実施例を紹介したが、内周
凹状部１８６ｇに、貴石１３６ａ裏面の受けとして、また空気層１０７を構成する空気層
形成手段として形成する段部１８６ｆの形状を図１４に示すように工夫することで、貴石
１３６ａ裏面と反射層１８８との接触が線状に周回するように形成され、接触面積を最小
化し、空気層１０７を貴石１３６ａ背面の全域に十分に確保することが可能となる。
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【０１５３】
　以上本実施形態で説明したように、本願発明ではパビリオンの円錐角を大きくすること
により、あるいはパビリオンを断面略台形形状にカットしたことにより薄形化した貴石以
外の形状、例えば本実施形態で説明したように断面が半円の場合、その他楕円、放物線、
さらには矩形や台形など多角形の異形の断面形状からなる貴石などの装飾部材であっても
、該装飾部材が透明又は半透明の光透過性を有する材料から構成されているならば、携帯
時計において、視認側から見た装飾部材の背面側または側面側の少なくとも一方に光反射
手段を形成することで、装飾部材を外光により光り輝かせることが可能となる。
【０１５４】
　装飾部材の材質に関しても、透明又は半透明の光透過性を有するものならば貴石、宝石
類に限定されることなく、無機ガラス、透光セラミックス、透光性樹脂などの装飾部材を
含む光透過性装飾部材などに対して制限無く、背面側または側面側の少なくとも一方、好
ましくは双方に形成する光反射手段によって、装飾部材を光り輝かせる、及び有色の装飾
部材の色のばらつきを低減したり、色彩を強調したりする反射効果が得られる。
【０１５５】
　図１５は本発明の実施形態５の変形例に係る携帯時計に使用する時計用表示板１００に
用いる貴石入台座部品１９６の断面図を示す。本実施形態変形例では貴石１４６ａはポッ
ティング手法により形成される透光性の樹脂である。
【０１５６】
　ポッティングとは粘性を有する樹脂を、その表面張力を利用して所望の形状に肉盛りし
た後に硬化させ、装飾部材又は保護部材に用いる周知の技術であり、携帯時計の装飾部材
に応用しても優れた装飾効果が得られる。ポッティングに使用する樹脂としては、エポキ
シ系、シリコン系、あるいはＵＶ硬化樹脂などが用いられる。また、樹脂とディスペンサ
ーをセットにしたポッティングのキットなども市販されている。
【０１５７】
　本実施形態では図１５に示す台座部１９６ｂを金属の切削加工にて形成する。ポッティ
ングを施すおもて面はバフ研磨などにより鏡面に近い状態に仕上げることで、装飾部材と
なるポッティング樹脂に対する有効な反射層１９８とすることができる。その際図１５に
示すエッジ部１９６ｈが丸みを帯びないように注意する。
【０１５８】
　その後、前記実施形態２の変形例と同じく、台座部１９６ｂに光輝メッキを施し、粘度
１，５００～３，０００センチポアズの透明エポキシ樹脂に、青色光輝顔料を１５重量％
混合・攪拌し、半透明青色となったエポキシ樹脂をディスペンサーにより所定量、台座部
１９６ｂおもて面に甲丸状に形成し、７０℃１時間で乾燥硬化させたところ、鏡面仕上げ
の台座部１９６ｂのおもて面１９８が反射層となり、あたかもブルーサファイアやアクア
マリンのような宝石調の視認品質を有する樹脂製装飾部材である貴石１４６ａを得ること
ができた。
【０１５９】
　本実施形態において、青色光輝顔料の添加割合を７～１０重量％と少な目に設定して淡
いブルー色調とし、台座部１９６ｂにブルーのカラーメッキを施したところ、反射層１９
８の色調補完作用によって、より透明感の高い樹脂製装飾部材である貴石１４６ａを得る
ことができた。
【０１６０】
　台座部１９６ｂをアルミニウム材とし、青色アルマイト処理によって反射層１９８を形
成することでも同様の効果が得られる。アルマイト処理によって反射層１９８を形成する
場合、図示しないが図１５の台座部１９６ｂ裏面に凹状孔を設け、凹状孔内周に電極痕を
設定することで、おもて面側に電極痕が現れない。
【０１６１】
　またアルマイト処理による着色の種類としては他に金、銀、赤、紫などが可能である。
【０１６２】
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　本実施形態では透明エポキシ樹脂に青色光輝顔料を添加混合する実施例を紹介したが、
カラー着色されたエポキシ樹脂、ＵＶ硬化樹脂などでも良い。無色透明、または有色のポ
ッティング専用の樹脂も同じく市販されており、条件を満たすならばそれらを使用するこ
とも可能である。
【０１６３】
　また台座部１９６ｂの平面形状は円形、長円形、矩形、ハート形など、ほぼ任意の形状
とすることが可能である。エッチング手法等によりアラビア数字、ローマ数字などの形状
とすることも可能である。
【０１６４】
　縁１９６ｉはエッジ部１９６ｈの外側を、貴石１４６ａの外形輪郭と同形状に周回する
ように形成して、装飾部材である貴石１４６の外形形状を際立たせて見えるようなデザイ
ン効果を狙ったものであり、ポッティングによる樹脂盛の特徴として断面がかまぼこ状に
、外周縁が全体に丸みを伴ったＲ形状となるため、貴石１４６を矩形の時字などに形成し
たい場合、またアラビア数字、ローマ数字などの複雑な形状の場合に、視認上の外形輪郭
を先鋭化して強調したい場合に形成する。貴石１４６が単純な円形である場合など、デザ
イン面で必要がなければ省略しても構わない。
【０１６５】
　本実施形態の特徴として、ポッティング手法を用いることで、安価な透光性樹脂と光反
射部材との組合せにより、優れた視認品質の装飾部材が得られた。ポッティングに用いる
樹脂の着色を濃い目にして装飾部材である貴石１４６を形成しても良いが、透光性樹脂の
着色を薄めにして、台座部１９６ｂの反射層１９８を同一または同系色の濃い目の着色と
することで、貴石１４６の樹脂としての質感が後退し、天然貴石に近い視認品質の装飾部
材が得られた。
【０１６６】
　以上詳細に説明したように、本実施形態に係る携帯時計では、無色または有色のダイヤ
モンド、ルビー、サファイアなどの光透過性を有する貴石などの光透過性装飾部材を少な
くとも１つ、表示板おもて面、携帯時計のケース、側、及びバンドの表面に固着し、前記
光透過性装飾部材の背面側または側面側の少なくとも一方の領域に光反射手段を形成して
、前記貴石のおもて面より入射する外光を前記光反射手段で効率的に反射させることによ
り、前記光透過性装飾部材の輝きが増大するとともに、薄型の貴石を装飾部材として用い
ても、本格的なカットに遜色ない輝きの貴石を装着した時計と同等で、かつ薄型の携帯時
計が安価に提供可能になった。
【０１６７】
　また、有色の光透過性装飾部材を複数用いる場合に、前記光反射手段を有色の光透過性
装飾部材の色と同一または同系色に形成することで、色のばらつきを補完、緩和すること
が可能となった。さらに前記光反射手段としての有色層を、有色の光透過性装飾部材の色
より濃い色で形成し、その反射光を利用することで、有色の光透過性装飾部材の色のばら
つきをより効率的に補完、緩和することが可能となった。
さらに光反射手段の反射効果により、装飾部材の色をより鮮やかに、高級感を伴って視認
することが可能になり、表示板、ケース、バンドその他に装着する装飾部材の輝き、色調
及びカラーヴァリエーションに優れた携帯時計を安価に提供することが可能となった。
【産業上の利用可能性】
【０１６８】
　本発明の手法を用いることによって、例えば携帯時計の表示板（文字板）、ケース、バ
ンドなどに、安価で優れた視認品質を有する透光性の装飾部材を形成することが可能にな
った。
【符号の説明】
【０１６９】
１００，２００　時計用表示板
１０１，１２１　表示板基板
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１０２　中心穴
１０３　印刷時字
１０４，１１４，１２４，１６４，１７４　遮蔽部材
１０４ａ，１１４ａ　基材
１０４ｂ，１１４ｂ，１２４ｂ，１６４ｂ，１７４ｂ　反射膜
１０５　エト足
１０６，１１６，１２６，１３６，１４６，１５６，１６６，１７６，１８６、１９６　
貴石入台座部品
１０６ａ，１１６ａ，１２６ａ，１３６ａ，１４６ａ　貴石，
１０６ｂ，１１６ｂ，１３６ｂ，１４６ｂ，１５６ｂ，１６６ｂ、１７６ｂ、１８６ｂ　
台座部
１０６ｃ　すり割り
１０６ｄ　押さえ爪
１０６ｅ　足部
１０６ｆ，１１６ｆ，１３６ｆ，１６６ｆ，１８６ｆ　段部
１０６ｇ，１１６ｇ，１２６ｇ，１３６ｇ，１６６ｇ，１７６ｇ，１８６ｇ　内周凹状部
１０７　空気層
１０８，１１８，１２８，１６８，１７８，１８８，１９８　反射層
１０９　離間部材
５００　携帯時計
５１０　時計本体
５２０　ケース
５３０　時計バンド
５４０　指針
５５０　ムーブメント
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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